河川砂利等の採取希望者を募集します

県が管理する一級河川のうち、土砂等の著しい堆積により治水上支障がある箇所において、土石採取料を原則免除としたうえで採取希望者を公募し、河川内の土砂等の撤去とともに資源の有効活用を図っております。
つきましては、採取希望者の公募に先立ち、下記のとおり公募予定箇所を公表するとともに、関係土木事務所において公募予定箇所の概要及び公募スケジュールなどに関する説明会を開催します。採取を希望される方は、下記問合せ先にご連絡の上、説明会へのご出席をお願いします。
　なお、説明会において公募参加の意思がない場合には、公募を見送ることがあります。

令和８(2026)年７月９日
安足土木事務所
記

１　令和８(2026)年度　河川砂利等採取希望者公募予定箇所
	№
	河川名
	市町
	大字
	延長
	採取可能概数
	摘要

	安１
	秋山川
	佐野市
	吉水町
	300ｍ
	10,000㎥
	斉盟橋上流


	計

	以上１件



	

	

	
	


　※　採取については、砂利採取法第３条に規定する砂利採取業の栃木県知事登録を
受けていることが必要となります。

２　河川砂利等採取希望者説明会
説明内容：実施箇所概要、公募スケジュール、公募要件、現地立会の実施、その他
日　　時：令和８(2026)年８月７日（金）　13時30分から
場　　所：足利庁舎　４階　403会議室
問い合わせ先：安足土木事務所　企画調査部　企画調査課　電話：0284-41-4119

